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５．都市福利施設を整備する事業に関する事項 

 

［１］都市福利施設の整備の必要性  

（１）現状分析 

中心市街地内には、医療機関、銀行、公園、コミュニティ施設が多く、区域に近

接して市役所や商工会議所、文化会館が立地している。 

また、祭りやイベント、生涯学習活動や障害者支援など、ＮＰＯをはじめとする

各種団体が活発な取組みを行っている。 

 

（２）都市福利施設の整備の必要性 

中心市街地内や周辺には、主要な都市福利施設が整っています。都市福利施設で

は健康講座や子育て講座など、少子高齢化に対応した取り組みが提供されているも

のの、まちかどアンケート調査では「高齢者の支援サービス」、「子育て主婦への支

援サービス」の要望が挙げられている。 

また、小倉町周辺整備においては、民間事業者により交流・観光・商業活性化の

拠点づくりが進められる予定である。 

このことから、中心市街地内において高齢者福祉・子育て支援に関するサービス

の充実、また、民間事業者との連携による交流拠点づくりが求められており、これ

らの事業を展開する必要がある。 

 

（３）フォローアップの考え方 

計画期間の各年度に各事業の進捗状況を調査し、状況に応じて事業の改善措置を

講じる。また、計画期間の最終年度に、再度進捗状況を調査し、中心市街地活性化

の効果を実証する。 

 

 

［２］具体的事業の内容 

（1）法に定める特別の措置に関連する事業 

該当なし 
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（2）①認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他

の事項 

○事業名 

小倉町周

辺整備事

業（暮ら

し・にぎ

わい再生

事業） 

    

再掲再掲再掲再掲    

 

○内容 

日光市によ

る、中心市

街地内の集

客拠点づく

り。 

 

○実施時期 

H23～26 

 

日光市 中心市街地の起爆剤となる核事業で公

共施設（文化施設）や商業施設が一体と

なった新たな複合施設として、交流・観

光・商業活性化の拠点を整備。その拠点

整備のための都市機能導入施設(ギャラ

リー)の整備等にあたる。 

○支援措置の

内容 

社会資本整備

総合交付金 

(暮らし・にぎ

わい再生事業

（小倉町周辺

地区）) 

○実施時期 

H23～26 

 

 

（2）②認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業 

該当なし 

 

（3）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業 

該当なし 
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（4）国の支援がないその他の事業 

事業名、

内容及び

実施時期 

実施主体 目標達成のための位置付け及び必要性 

国以外の支

援措置の内

容及び実施

時期 

その他

の事項 

○事業名 

障がい者

の就労支

援の促進 

 

○内容 

空き店舗等

を活用し、

障がい者の

就労支援を

行う。 

 

○実施時期 

H23～ 

 

民間事業

者等 

中心商店街をフィールドに、障害者と人

がふれあう機会を増やすことにより、障

害者の活動の場の提供や就労支援を行

う。 

これは、目標２「誰もが安心して暮らす

ための生活サービス・生活環境の享受と

商業の活性化」の達成に必要である。 

○支援措置の

内容 

障害者自立支

援基盤整備事

業（栃木県） 

 

○実施時期 

H23～ 

 

 

○事業名 

日光市地

域子育て

支援託児

事業 

    

○内容 

中心市街地

において子

育てしやす

い環境や交

流等を促進

する子育て

支援拠点の

設 置 を 行

う。 

 

○実施時期 

H23～27 

 

日光市 中心市街地における街なか居住を推進

するためには、居住者の生活を支援する

都市福利施設の充実が必要である。その

ため、中心市街地の空き店舗や公共施設

の空きスペースを活用して、授乳やオム

ツ換えのスペースの提供や保護者の多

種多様なニーズに応えた託児ができる

環境整備を行う。 

これは、目標２「誰もが安心して暮らす

ための生活サービス・生活環境の享受と

商業の活性化」の達成に必要である。 

○支援措置の

内容 

単独事業 

 

○実施時期 

H23～27 
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○事業名 

コミュニ

ティ施設

等におけ

る生活支

援講座実

施 

 

○内容 

中心市街地

内のショッ

ピングプラ

ザ日光ビル

や空き店舗

等を活用し

て、各種講

座や相談体

制の充実を

図る。 

 

○実施時期 

H23～27 

日光市 中心市街地内の居住人口の定着に向け、

子育て、健康、食育など生活関連の講座

を充実させる。 

これは、目標２「誰もが安心して暮らす

ための生活サービス・生活環境の享受と

商業の活性化」の達成に必要である。 

○支援措置の

内容 

単独事業 

 

○実施時期 

H23～27 

 

 


